
貴事務所名

ご住所

九州ミロク会計人会福岡地区会事務局 TEL 092(481)3285 担当 松ケ迫
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-1-9 ヤマエ博多駅南ビル３Ｆ ＭＪＳ内

【ＭＪＳと口座自動振替を行っている場合】既定されている日に口座引き落としとなります。
【口座自動振替を行っていない場合】当日、受付へ現金でお支払い下さい。

------ ご記入頂く情報について -----
お申し込みの際にご記入頂くお客様の個人情報は、当イベントの受付業務にあたり名簿作成を行いお客様への対応をする上で必要なものです。申し込み頂いた個人情報につきましては、セミナー講師、協賛各社
および業務委託先へ提供する場合があります。また、お預かりした情報はA今後開催される各種イベント、セミナーのご案内や当社および協賛各社からの製品情報のご案内に、利用させて頂くことがあります。ご
案内が不要なお客様は、当社にご連絡を頂ければ電子メール、ＤＭなどの送信発送を中止致します。当社では、記入して頂いた情報を当社個人情報ﾛ護方針に則り適切に管理し、お客様の承諾なく上記以外の
第三者に開示・提供することは有りません。当社の個人情報保護に関するお問い合わせは、「個人情報お問い合わせ窓口」にお願いいたします。
電話：03-5361-7011(平日9：00～12:00、13:00～17：00受付) FAX：03-5360-3430 Email：priv@mjs.co.jp 当社セキュリティポリシー：http://www.mjs.co.jp/securitypolicy/index.html

※受講料は、テキスト代を含みます。 ※３時間講座料金です。

１００名
（先着順／定員になり次第締切）

九州北部税理士会館 ２階大会議室
福岡市博多区博多駅南1-13-21 TEL092-473-8761

ＦＰ認定の受講証明書の発行は、研修後のアンケートに ①氏名 ②カナ氏名 ③ 協会会員番号 ④ 資格区分 を
ご記入いただき、アンケートと引き換えで発行致しますのでご了承下さい。（協会会員番号は、必ずご記入お願いします。）

ＴＥＬ （ ） ＦＡＸ （ ）

＊参加申込みをされる方のお名前をご記入のうえ、FAXをお願いします。

＜九州北部税理士会・南九州税理士会認定（３時間）＞＜日本ＦＰ協会継続教育単位認定（３単位）＞

自己株式の取得・保有・処分の実務

平成２６年３月１９日（水）
１３:３０～１６:３０ 受付１３:００～

主催：九州ミロク会計人会福岡地区会 共催：株式会社 ミロク情報サービス福岡支社

●ミロク会計人会 会員及び事務所職員 １人目 １,５００円（税込） ２人目より ３,０００円（税込）
●ミロク会計人会未加入でＭＪＳユーザー １名 ７,５００円（税込）
●一般税理士事務所所長及び職員 １名 １０,０００円（税込）

申込期限 H2６/３/１２（水）

本講座では、非公開会社が自己株式を買い取る場合の注意事項や価額
の問題、取得後の保有、消却の手続き、処分の方法を解説し、法務・会
計・税務の留意事項を実際にあった事例を中心に検討します。
自己株式は実務ではかなり有効に利用できますが、自己株式を買い取る
ときの価額がもっとも問題となることです。そこで、価格の問題にも言及い
たします。その上で、事例研究やケーススタディにより、中堅企業におい
て自己株式を利用したどのような資本政策ができるのかを具体的に検討
します。また、同族関係者や従業員から自己株式として取得する際の留
意点を述べます。
・自己株式の法律
・自己株式の会計処理
・自己株式の税務処理
・自己株式の活用事例

税理士 市川 康明 （いちかわ やすあき）

略歴：1998年 東海大学工学部卒業
株式会社東京リーガルマインド（LEC）講師、成田公認
会計士事務所コンサルティング部部長を経て、現在、
税理士法人おおたか副代表。

主な著書：『贈与税の基本と特例Q&A』、『土地建物の譲渡所
得Q&A』（共著、税務経理協会）、『平成25年度税制改
正と実務の徹底対策』（共著、日本法令）、『中小企業
経営者のための新事業承継税制ハンドブック』（共著、
東京商工会議所）、他。

自己株式は最近は非上場会社においても、分散した株式の買い集め、相続後の納税資金対策などに、広範囲に利用さ
れています。特に事業後継者が相続税納税に充てるために自社に対して、自己株式で購入してもらうケースが多くなっ
てきています。しかし、実務上難解な部分が多く、注意すべき事項も多く存在します。
そこで当セミナーでは、非上場会社が自己株式の取得や保有・処分等を実施する場合を想定し、それに伴う関係当事
者の法務手続き、会計処理及び税務処理を中心に解説します。特に実務家向けに実際の事例を多く入れて検討します。
この数年で自己株式に対する改正が入っていることから、実務で留意する事項を中心に解説します。

ＭＪＳ税経システム研究所客員講師


